
 

 須崎市住宅リフォーム補助金交付要綱を次のように定める。 

 

 

                        令和７年４月１日 

                        須崎市長 楠瀬 耕作 

 

 

須崎市訓令第４７号 

 

須崎市住宅リフォーム補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、須崎市内の空き家の発生抑制及び減少を図ることを目的として実施する

住宅の長寿命化及び空き家の利活用のためのリフォーム工事に必要な経費に対して、予算の

範囲内において須崎市住宅リフォーム補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）改築 既存住宅の一部を解体し、造り替えることをいう。 

（２）増築 既存住宅と一体になるように部屋等を増やすことをいう。 

（３）修繕 既存住宅の劣化した部位、部材又は機器の性能を実用上支障がない状態まで回復

させることをいう。 

（４）リフォーム 既存住宅の機能や性能を維持向上させるために住宅の一部の改築、増築、

修繕等を行うことをいう。 

（５）住家 現に居住の用に供している住宅のことをいう。 

（６）空き家 須崎市空家実態調査において、空き家と判断された住宅又は現地調査等により

電気、ガス、水道等が１年以上停止されている住宅のことをいう。 

（７）子育て世帯 子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をい

う。）を養育している者 

（８）上部構造評点 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル（平成１９年３月３０日制定

）に基づく耐震診断による上部構造評点をいう。 

（９）耐震改修工事 上部構造評点が１．０以上となる改修工事 

 （補助対象者、補助対象物件、補助対象経費、補助率等） 

第３条 事業種目、補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）、補助金の交

付対象となる住宅（以下「補助対象物件」という。）、補助対象経費及び補助率等は、別表



 

第１に定めるとおりとし、算出された交付額に１，０００円未満の端数を生じた場合は、そ

の端数を切り捨てるものとする。ただし、補助を行う期間は、単年度限りとする。 

 （補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という｡）は、工事着手前に須崎

市住宅リフォーム補助金交付申請書（別記様式第１号）に、次に掲げる書類を添付し、市長

に提出しなければならない。 

（１）収支予算書（別記様式第２号） 

（２）施工図面及び工事見積書の写し（施工場所、内訳の分かるもの） 

（３）補助対象物件の所在図 

（４）補助対象物件の改修前の状況を撮影した写真（外観及び施工部分） 

（５）定住確約書（別記様式第３－１号又は別記様式第３－２号） 

（６）上部構造評点が１．０以上であることが確認できる書類の写し 

（７）補助対象物件と当該土地の所有者が分かる書類（名寄帳、登記簿謄本等） 

（８）補助対象物件所有者の同意書（補助対象物件の所有者と申請者が同一の場合を除く。） 

（９）土地所有者の同意書（別記様式第４号。土地と補助対象物件の所有者又は名義人が同一

の場合を除く。） 

（１０）住民票の写し（住家リフォーム補助金交付事業にあっては現在居住している者全員、

空き家リフォーム補助金交付事業にあっては入居予定者全員が記載されたもの） 

（１１）市税の滞納がないことを証明する書類 

（１２）県税の滞納がないことを証明する書類（空き家リフォーム補助金交付事業の場合に限

る。） 

（１３）住民登録等調査同意書（別記様式第５号） 

（１４）空き家であることの確約書（別記様式第６号） 

（１５）その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の申請は、当該住宅につき１回限りとする。 

 （補助金の交付決定等） 

第５条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると

認めたときは、次条各号に掲げる事項を条件に付し、補助金の交付を決定（以下「交付決定

」という。）するものとする。なお、交付決定は須崎市住宅リフォーム補助金交付決定通知

書（別記様式第７号）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、内容を審査し、補助金の交付対象とすることが適当でないと認めたときは、須崎

市住宅リフォーム補助金却下決定通知書（別記様式第８号）により、その旨を申請者に通知

するものとする。 

 （交付条件等） 

第６条 補助金の交付の目的を達成するため、前条第１項の通知を受けた申請者（以下「補助

事業者」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 



 

（１）当該事業終了後５年間は、補助事業者の居住の用に供し、売買及び賃貸住宅として利用

しないこと。ただし、空き家リフォーム補助金交付事業を活用する補助事業者にあって

は、この期間を当該事業終了後１０年間とする。 

（２）補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出につい

ての証拠書類をリフォーム工事終了の翌年度から起算して５年間保管しなければならな

いこと。 

（３）リフォーム工事により取得し、又は効用の増加した財産については、リフォーム工事の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的

に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。 

（４）リフォーム工事は、市内の施工業者が実施すること。 

（５）リフォーム工事の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければな

らないこと。また、暴力団等に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと

等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。 

（６）前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため、市長が必要と認める

事項 

 （事業の変更等） 

第７条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、あらか

じめ須崎市住宅リフォーム補助金交付変更承認申請書（別記様式第９号）に必要な書類を添

えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあってはこの

限りでない。 

（１）事業の実施主体の変更 

（２）事業の施工個所の変更 

（３）事業の完了年月日の延期 

（４）補助金額の増額 

（５）補助対象経費の２０％を超える減額 

（６）事業の重要な部分に関する変更 

２ 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条

件を変更することができる。 

３ 市長は、事業の変更を承認したときは、須崎市住宅リフォーム補助金交付変更承認通知書

（別記様式第１０号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 （事業実績報告） 

第８条 補助事業者は、事業が完了した場合は、完了した日（増改築の場合において、建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定により確認済証の交付を受けたとき

は、同法第７条第４項及び第７条の２第４項の規定に基づく検査を受けた日、それ以外のリ

フォーム工事にあっては、工事請負業者から対象工事の引渡しを受けた日）から起算して３

０日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の２月１５日のいずれか早い日までに、



 

須崎市住宅リフォーム補助金事業完了実績報告書（別記様式第１１号）に、次に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）収支決算書（別記様式第１２号） 

（２）領収書等実績金額を確認できる書類（補助対象外工事を含む場合は、その支払代金の内

訳が明示されたもの） 

（３）補助対象物件のリフォーム工事中及びリフォーム工事完了後の状況を撮影した写真 

（４）増改築の場合において、建築基準法第６条第１項の規定により確認済証の交付を受けた

ときは、同法第７条第５項及び第７条の２第５項の規定に基づき交付された検査済証の

写し 

（５）事業完了後における状況等調査同意書（別記様式第１３－１号又は別記様式第１３－２

号） 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （完了認定） 

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該事業の成果

が交付決定の内容（第７条の規定により変更されたときは、その変更された内容）と適合す

ると認めたときは、須崎市住宅リフォーム補助金事業完了認定調書（別記様式第１４号）を

作成するものとする。 

２ 市長は、完了を認定したときは、交付すべき額を確定し、須崎市住宅リフォーム補助金事

業完了認定通知書兼額確定通知書（別記様式第１５号）により補助事業者に通知するものと

する。 

 （補助金の交付） 

第１０条 補助事業者は、前条第２項の通知があったときは、速やかに須崎市住宅リフォーム

補助金交付請求書（別記様式第１６号）に必要事項を記載し、市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は前項の請求があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、補助金

を交付するものとする。 

 （事業が不正に執行された場合等の措置） 

第１１条 市長は、補助事業者が事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は

法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受

領済であるときは、須崎市住宅リフォーム補助金返還命令書（別記様式第１７号）を通知し、

期限を定めてその返還をさせるものとする。 

 （加算金及び延滞金の納付） 

第１２条 補助事業者は、前条又は第１６条の規定により交付決定を取り消され、当該補助金

の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から



 

納付の日までの日数に応じ、年１０．９５パーセントの加算金を同時に納付しなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、前条第２項又は第１６条第２項の規定により補助金の返還を命ぜられ、こ

れを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、そ

の未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならな

い。 

 （現況調査） 

第１３条 市長は、補助金によりリフォームした住宅の活用状況を確認するため、毎年現況調

査を行うものとする。 

２ 前項の現況状況は、補助金を交付してから５年を経過していない補助対象物件を対象とし

て、固定資産台帳及び住民基本台帳等の登録状況を関係部署に照会するものとする。ただし、

空き家リフォーム補助金交付事業を活用した補助事業者にあっては、補助金を交付してから

１０年を経過していない補助対象物件を対象とする。 

 （加算金及び延滞金の免除） 

第１４条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の

全部又は一部の免除をすることができる。 

 （補助金等の返還金の充当） 

第１５条 市長は、第１１条第２項又は第１６条第２項の規定により補助金の返還をさせた場

合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金（以下「補助金等」と

いう。）があるときは、当該返還に代えて当該補助金等の額を相殺又は減額することができ

る。 

 （暴力団等の排除） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該

補助事業者に交付決定を行わないものとする。 

（１）須崎市暴力団排除条例（平成２３年須崎市条例第１号。以下「暴排条例」という。）第

２条第２号に規定する暴力団等であるとき。 

（２）暴排条例第５条第２項の規定に違反した事実があると認められるとき。 

（３）須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２４年須崎市規則第１

７号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者であるとき。 

２ 市長は、交付決定した後、補助事業者が前項各号に掲げるいずれかに該当すると認めたと

きは、当該補助事業者に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助

金の返還を命ずることができる。 

 （財産の処分の制限） 

第１７条 補助事業者は、この補助金による事業により取得し、又は効用の増加した財産で次

に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

に供してはならない。ただし、市長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案し



 

て定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。 

（１）不動産及びその従物 

（２）機械及び重要な器具等で市長が認めるもの 

（３）前２号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が特に必要がある

と認める財産 

２ 市長は、前項ただし書の規定によりこれを承認しようとするときは、その交付した補助金

の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。 

 （補助事業者の承継） 

第１８条 補助事業者が死亡した場合において、補助事業者の承継人が当該補助対象工事を行

う意思があるときは、須崎市住宅リフォーム補助金交付決定承継申請書（別記様式第１８号

）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。 

（１）補助事業者が通知を受けた須崎市住宅リフォーム補助金交付決定通知書（別記様式第７

号）及び須崎市住宅リフォーム補助金交付変更承認通知書（別記様式第１０号）の写し 

（２）相続権があることを証明する書類の写し（戸籍謄本の写し等） 

（３）承継者が相続したことを証明する書類の写し（遺言書又は遺産分割協議書の写し） 

（４）補助事業者の死亡が確認できる書類の写し（住民票除票等） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項に掲げる申請があったときは、これを審査し、適当又は不適当と認めたとき

は、須崎市住宅リフォーム補助金交付決定承継承認（不承認）通知書（別記様式第１９号）

により承継申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による承認通知を受けた者は、補助事業者とみなす。 

 （現地調査） 

第１９条 市長は、必要があると認めるときは、当該工事の現地調査を行うことができる。 

２ 交付決定者は、正当な理由がなく現地調査を拒否することはできない。 

 （補則） 

第２０条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

 



 

別表第１（第３条関係） 

事業種目 補助対象者 補助対象物件 補助対象経費 補助率等 

１．住家

リフォー

ム補助金

交付事業 

①一般

世帯型 

１ 須崎市に住民登録を

し、かつ、継続して１年以

上須崎市に居住している者

のうち、次の各号のいずれ

かに該当し、リフォーム工

事について市内の施工業者

を利用する者とする。 

（１）自己が市内に所有

し、かつ、居住する

住宅のリフォーム工

事を行う者 

（２）自己が市内に所有

し、親（対象者の配

偶者の親を含む。）

又は子が居住する住

宅のリフォーム工事

を行う者 

（３）親（対象者の配偶者

の親を含む。）又は

子が所有する住宅

で、自己が居住する

住宅のリフォーム工

事を行う者 

 

１ 補助対象物件は、次の

各号のすべてに該当する住

宅とする。ただし、耐震改

修工事を同時に行う場合に

おいては、（２）の条件を

満たしているものとする。 

（１）一戸建て住宅（住宅

用の車庫、物置は含ま

ない。）又は店舗等併

用住宅で住宅部分の延

べ面積が、建物全体の

延べ床面積の１／２（

住宅用の車庫、物置は

含まない。）以上であ

ること。 

（２）耐震診断による上部

構造評点が１.０以上又

は昭和５６年６月１日

以降に建築された住宅

であること。 

２ 前項の規定にかかわら

ず、次の各号のいずれかに

該当する住宅は補助の対象

としない。 

（１）過去に須崎市空き家

リフォーム補助金の交

付を受けている住宅 

（２）過去に本要綱に基づ

く補助金の交付を受け

ている住宅 

（３）国又は地方公共団体

が交付する他の補助金

の交付を受けて改修工

事を実施した住宅。た

だし、須崎市木造住宅

耐震改修費等補助金の

交付を受けて実施した

ことのある空き家への

１ 補助対象物件にかかる別表

第２に掲げるリフォーム工事で

あって、総事業費が５０万円以

上（消費税及び地方消費税を含

む額とする。）となるもののう

ち、次の各号に該当する経費と

する。ただし、須崎市木造住宅

耐震改修費補助金交付要綱（平

成２２年７月１日須崎市訓令第

４０号）に基づく補助金を活用

する経費は、総事業費に含めな

いものとする。 

（１）施工業者の施工するリフ

ォーム工事に要する経費（

消費税及び地方消費税を含

む額とする。） 

（２）リフォーム工事に必要な

耐震診断、設計等に要する

経費 

２ 次に掲げる工事に要する経

費については、補助金の交付対

象としない。 

（１）公共工事の施工に伴う補

償費の対象となる工事 

（２）主な内容が備品購入であ

る工事 

（３）耐震改修に係る補助金が

適用される設計及び工事 

（４）その他、補助金の交付が

適当でないと市長が認める

工事及びその費用 

 

 

リフォーム工事に要する費用（消

費税及び地方消費税を含む額とす

る。）の２／１０に相当する額を

限度とする。ただし、当該補助金

の額が２０万円を超えるときは、

２０万円とする。 

②子育

て世帯

型 

１ 須崎市に住民登録を

し、かつ、継続して１年以

上須崎市に居住している子

育て世帯のうち、次の各号

のいずれかに該当し、リフ

ォーム工事について市内の

施工業者を利用する者とす

る。 

（１）自己が市内に所有

し、かつ、居住する

住宅のリフォーム工

事を行う者 

（２）親（対象者の配偶者

の親を含む。）が所

リフォーム工事に要する費用（消

費税及び地方消費税を含む額とす

る。）の４／１０に相当する額を

限度とする。ただし、当該補助金

の額が４０万円を超えるときは、

４０万円とする。 



 

有する住宅で、自己

が居住する住宅のリ

フォーム工事を行う

者 

 

耐震工事についてはこ

の限りでない。 

２．空き

家リフォ

ーム補助

金交付事

業 

①子育

て世帯

型 

１ 須崎市に住民登録を

し、かつ、継続して１年以

上須崎市に居住している子

育て世帯のうち、次の各号

のいずれかに該当し、リフ

ォーム工事について市内の

施工業者を利用する者とす

る。 

（１）空き家の所有者 

（２）自らが居住するため

に空き家を購入した

者 

 

１ 補助対象物件は、次の

各号のすべてに該当する住

宅とする。ただし、耐震改

修工事を同時に行う場合に

おいては、（２）の条件を

満たしているものとする。 

（１）一戸建て住宅（住宅

用の車庫、物置は含ま

ない。）又は店舗等併

用住宅で住宅部分の延

べ面積が、建物全体の

延べ床面積の１／２（

住宅用の車庫、物置は

含まない。）以上であ

ること。 

（２）耐震診断による上部

構造評点が１.０以上又

は昭和５６年６月１日

以降に建築された住宅

であること。 

（３）須崎市空家実態調査

による判定がＢ以上で

あること。 

２ 前項の規定にかかわら

ず、次の各号のいずれかに

該当する住宅は補助の対象

としない。 

（１）過去に須崎市空き家

リフォーム補助金の交

付を受けている住宅 

（２）過去に本要綱に基づ

く補助金の交付を受け

ている住宅 

（３）国又は地方公共団体

が交付する他の補助金の交

１ 補助対象物件にかかる別表

第２に掲げるリフォーム工事で

あって、総事業費が１００万円

以上（消費税及び地方消費税を

含む額とする。）となるものの

うち、次の各号に該当する経費

とする。ただし、須崎市木造住

宅耐震改修費補助金交付要綱（

平成２２年７月１日須崎市訓令

第４０号）に基づく補助金を活

用する経費は、総事業費に含め

ないものとする。 

（１）施工業者の施工するリフ

ォーム工事に要する経費（

消費税及び地方消費税を含

む額とする。） 

（２）リフォーム工事に必要な

耐震診断、設計等に要する

経費 

２ 次に掲げる工事等に要する

経費については、補助金の交付

対象としない。 

（１）公共工事の施工に伴う補

償費の対象となる工事 

（２）主な内容が備品購入であ

る工事 

（３）耐震改修に係る補助金が

適用される設計及び工事 

（４）その他、補助金の交付が

適当でないと市長が認める

工事及びその費用 

リフォーム工事に要する費用（消

費税及び地方消費税を含む額とす

る。）の１０／１０に相当する額

を限度とする。ただし、当該補助

金の額が２７０万円を超えるとき

は、２７０万円とする。 



 

付を受けて改修工事を実施

した住宅。ただし、須崎市

木造住宅耐震改修費等補助

金の交付を受けて実施した

ことのある空き家への耐震

工事についてはこの限りで

ない。 

 



 

 

別表第２（第３条関係） 

区

分 
リフォーム工事の内容 備考 

外
装
工
事 

1 屋根のふき替え、塗装、防水等の工事  

2 雨どいの取替え、修繕及び新設  

3 外壁の張り替え、塗装、防水等の工事  

4 バルコニー、ベランダ、テラス等の工事  

5 建具の取付け、交換、修繕及び新設  

内
装
工
事 

1 部屋の間取りの変更、模様替え等  

2 床材、壁材及び天井材の張り替え、塗装等の工事  

3 断熱を目的とした改修工事  

4 畳の取替え、表替え等  

5 建具の取付け、交換、修繕及び新設  

6 作り付け家具の取替え又は修繕  

7 手すりの設置、段差解消等のバリアフリー化の工事  

設
備
工
事 

1 浴室、洗面所、便所、台所等の設備取替え、修繕及び新設 

屋外部分の配管及

び配線は対象外（

屋内の配管及び配

線が対象） 

2 
給排水衛生設備、給湯設備、空気調和設備、ガス設備及び電

化設備の工事 

3 

照明設備（電球又は蛍光灯のみの交換を除く。）、コンセン

ト、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器等の設置又は交

換 

共
通 

1 補助対象工事に伴う部分の解体工事  

2 構造躯体の修繕、取替え及び新設  

3 
木材の防腐又は防蟻処理、シロアリ駆除、防虫又は消毒を目

的とした薬剤の散布等 

予防及び単独工事

は対象外 

その他市長が補助対象工事として認める工事  

 

 


